
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
六
号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
規
則

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
家
庭
用
品
）

第
一
条
　
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表

第
一
号
（
一
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
繊
維
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系
合
成
繊
維

二
　
ビ
ニ
ロ
ン
繊
維

三
　
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
リ
デ
ン
系
合
成
繊
維

四
　
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
系
合
成
繊
維

五
　
ポ
リ
ア
ク
リ
ル
ニ
ト
リ
ル
系
合
成
繊
維

六
　
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
系
合
成
繊
維

２
　
令
別
表
第
一
号
（
三
）
１
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
衣
服
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
帯

二
　
足
袋

三
　
帽
子
（
令
別
表
第
一
号
（
一
）
に
定
め
る
糸
を
表
生
地
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
に
限

る
。
）

３
　
令
別
表
第
一
号
（
三
）
２
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
身
の
回
り
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ネ
ク
タ
イ

二
　
羽
織
ひ
も

三
　
帯
締
め

４
　
令
別
表
第
一
号
（
三
）
３
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
家
庭
用
繊
維
製
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ベ
ッ
ド
ス
プ
レ
ッ
ド

二
　
毛
布
カ
バ
ー

三
　
枕
カ
バ
ー

５
　
令
別
表
第
二
号
（
五
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
住
生
活
用
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
可
搬
型
便
器

二
　
便
所
用
の
器
具
（
固
定
式
の
も
の
を
除
く
。
）

６
　
令
別
表
第
三
号
（
五
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
台
所
用
電
熱
用
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
電
気
ポ
ッ
ト

二
　
電
気
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト

三
　
電
気
ロ
ー
ス
タ
ー

７
　
令
別
表
第
四
号
（
一
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
紙
は
、
障
子
紙
と
す
る
。

８
　
令
別
表
第
四
号
（
八
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
素
材
を
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の

器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
合
成
ゴ
ム
を
製
品
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具
（
合
成

ゴ
ム
を
パ
ッ
キ
ン
又
は
滑
り
止
め
の
み
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
を
除
く
。
）

二
　
強
化
ガ
ラ
ス
を
製
品
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具

三
　
ほ
う
け
い
酸
ガ
ラ
ス
を
製
品
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の

器
具

四
　
漆
又
は
カ
シ
ュ
ー
樹
脂
塗
料
等
を
塗
っ
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具
（
木
製
の
も
の
及
び
合
成

樹
脂
製
の
も
の
に
限
る
。
）

９
　
令
別
表
第
四
号
（
九
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
魔
法
瓶
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
中
瓶
に
ガ
ラ
ス
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ
っ
て
、
卓
上
用
の
も
の

二
　
内
瓶
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
飲
用
水
に
用
い
屋
外

に
携
帯
す
る
も
の

三
　
内
瓶
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ
っ
て
、
卓
上
用
の
も
の

10
　
令
別
表
第
四
号
（
十
一
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
素
材
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
牛
革

二
　
馬
革

三
　
豚
革

四
　
羊
革

五
　
や
ぎ
革

11
　
令
別
表
第
四
号
（
十
三
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
靴
は
、
甲
に
合
成
皮
革
を
、
本
底
に
ゴ
ム
、
合
成
樹
脂
又
は

こ
れ
ら
の
混
合
物
を
使
用
し
、
甲
と
本
底
と
を
接
着
剤
に
よ
り
接
着
し
た
靴
と
す
る
。

12
　
令
別
表
第
四
号
（
十
七
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
マ
ッ
ト
レ
ス
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ス
プ
リ
ン
グ
マ
ッ
ト
レ
ス

二
　
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ
ス
（
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
部
分
の
最
大
の
厚
さ
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）

13
　
令
別
表
第
四
号
（
二
十
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
石
け
ん
、
家
庭
用
合
成
洗
剤
及
び
家
庭
用
化
学
製
品
は
、
住

宅
用
又
は
家
具
用
の
ワ
ッ
ク
ス
と
す
る
。

（
消
費
者
庁
長
官
と
の
協
議
）

第
二
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
令
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
者
庁
長
官
に
協
議
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
協
議
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
市
長
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
通
じ
て
消
費
者
庁
長
官
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
公
表
に
係
る
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
公
表
の
内
容

三
　
公
表
予
定
年
月
日

四
　
公
表
が
必
要
な
理
由
及
び
経
緯

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
消
費
者
庁
長
官
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
報
告
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
を
し
た
と
き
は
、
令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞

な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
市
長
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
経
由
し
て
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
指
示
を
し
た
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
指
示
の
内
容

三
　
指
示
を
し
た
年
月
日

四
　
指
示
を
す
る
に
至
っ
た
理
由
及
び
経
緯

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
四
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
の
徴
収
を
行
っ
た
と
き
は
、

令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事

を
経
由
し
て
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
報
告
の
徴
収
を
行
っ
た
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

二
　
報
告
の
内
容

三
　
報
告
の
徴
収
を
行
っ
た
年
月
日

四
　
報
告
の
徴
収
を
行
う
に
至
っ
た
理
由
及
び
経
緯

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
五
条
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
そ
の
職
員
に
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
さ
せ

た
場
合
は
、
令
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
年
度
中
の
立
入
検
査
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
翌
年
度
の

1



四
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
市
長
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
経
由
し
て
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
は
、
そ
の
職
員
に
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
さ
せ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
法
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
、

様
式
第
二
に
よ
る
報
告
書
を
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
長
に
あ

っ
て
は
、
当
該
市
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
を
経
由
し
て
消
費
者
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
繊
維
製
品
品
質
表
示
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
四
日
通
商
産
業
省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
内
閣
府
令
第
四
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
七
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
一
八
日
内
閣
府
令
第
一
二
号
）

こ
の
府
令
は
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
六
十
九

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第

八
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
九
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
規
則
第
一

条
第
二
項
第
三
号
、
同
条
第
八
項
第
一
号
及
び
同
条
第
九
項
第
三
号
に
掲
げ
る
家
庭
用
品
の
う
ち
、
平
成
三
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
家
庭
用
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
が
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
家
庭
用
品
品
質

表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
事
項
を
表
示
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１

（
略
）

様
式
第
２

（
略
）
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